
寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略（第１期）の概要

人口減少の歯止め策が必要！！

◆「まち・ひと・しごと創生法」の施行（H26.12）

◆ 町の人口減少社会の到来

➡44,656人（2060年）

人口の将来展望（目標人口）

将来展望実現へのアプローチ

⇒ 将来人口推計では、2060年に36,282人へ
⇒ 2015年：48,167人と比較し、▲12,000人程度

目指すべき将来の方向

総合戦略期間における人口の推計と現状

労働力の減少 ➡ 税収減 ➡ 行政サービスの質の低下を招く恐れ

負のスパイラルに陥らないよう....

 出生率の向上
 人口移動率の向上

 雇用機会の確保・産業創出
 若い世代の子育て環境整備
 まちの魅力と認知度の向上

※必要な労働力人口や高齢化率及び老人福
祉費の抑制の観点から算出

人口推計と目標人口

平成27年の人口
48,167人

令和42年の目標人口
44,656人

令和42年の推計人口
36,282人

※各数値は第１期（改定前人口
ビジョン）の数値です。
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【資料１】


